
地域包括診療加算2に係る院内掲示

地域包括診療加算に関するご案内
慢性疾患をお持ちの患者様に、継続的・全人的な医療を提供します

当院は、地域包括診療加算2の届出医療機関として、対象となる慢性疾患をお持ちの患者様に
ついて、担当医がかかりつけ医として継続的に診療いたします。

対象となる患者様

高血圧症・糖尿病・脂質異常症・慢性心不全・慢性腎臓病（透析中を除く）・認知症のうち、2つ以上
の慢性疾患をお持ちで、ご同意をいただいた患者様が対象です。

当院の対応内容

1 健康相談・予防接種の相談
日常の健康管理に関するご相談、各種予
防接種に関するご相談に応じておりま
す。お気軽にお声かけください。

2 ケアマネジャー等からの相談対
応
当院に通院されている患者様について、
介護支援専門員および相談支援専門員か
らのご相談に適切に対応する体制を整え
ております。

3 長期投薬・リフィル処方箋
患者様の状態に応じて、28日以上の長期
投薬やリフィル処方箋の交付に対応可能
です。ご希望の方は担当医にご相談くだ
さい。

4 介護保険制度に関する相談
介護保険制度の利用等に関するご相談を
実施しております。要介護認定に係る主
治医意見書の作成にも対応いたします。

5 24時間連絡体制の確保
算定対象の患者様に対しては、24時間の連絡体制を確保しております。診療時間外は、院内に掲示
してある院長の携帯電話までご連絡ください。
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ご不明な点は受付までお気軽にお声かけください。


